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2023 年５月 

第二期中期経営計画 2022 年度点検結果報告 

法政大学総長 

 

 本学では、第二期中期経営計画（2022 年度〜2025 年度）（以下「本計画」という）の実

現に取り組んでいます。このたび、本計画の進捗状況を管理するために、2022 年度におけ

る本計画に対する取り組みの点検を行いました。以下、その結果をご報告いたします。 

なお、本学は、本計画の策定後に、中期経営計画を持続的に策定し点検・評価するために、

常務理事会に中期経営計画委員会を設置しました。 

今後も、本学は、本計画の実現に向けて取り組みを継続して参ります。 

 

記 

 

１ 点検のプロセスと結果 

 本計画の進捗状況を管理するために、中期経営計画委員会において、2022 年度における

本計画の進捗状況を、本計画が取組施策として示した 69 項目それぞれについて、S（計画

よりも進んでいる）、A（計画通り）、B（計画より若干遅れている）、C（計画よりかなり遅

れている）のいずれかに該当するかを検討することによって、点検した。あわせて、必要に

応じて、学内に示している各取組施策の 4 か年計画を変更した。 

 検討の結果、S となった項目はなかったが、A となった項目が 47（68.1%）、B となった

項目が 17（24.6%）、C となった項目が 5（7.2%）であった。おおむね計画通りに本計画が

進捗しているものと考えられる。 

 

２ 重点的に取り組むべき課題 

本計画において重点的に取り組むべき課題とした事項について、2022 年度における主要

な成果を示す。 

① 「キャンパス再構築の実現に向けた計画の推進」については、HOSEI2030 推進本部

の下に設置されたキャンパス再構築特設部会とキャンパス再配置企画・調整会議にお

いて、教学・施設の両面からの検討を継続的に実施した。また、国際高校の学校構想

の実現に向けて、キャンパス再配置企画・調整会議において、施設面からの検討を行

った。 

② 「ダイバーシティ推進」については、「DIVERSITY WEEKs」を開催するなどして学

内にダイバーシティに関する意識づけを行い、また、男女共同参画の推進のために、

教職員の経験交流のためのメンター制度・ネットワークづくりに取り組んだ。 

③ 「ブランディング活動の推進」については、全学的ブランディング活動の推進の一環

として「自由を生き抜く実践知大賞」を実施し、また、理系ブランド向上のために法
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政科学技術フォーラム 2022 を実施した。 

④ 「グローバル大学の実現」については、SGU 補助事業終了後の新たな取り組みにつ

いて検討するために、2023 年度からグローバル戦略本部会議の下に「グローバル大

学の実現」検討委員会を設置することとした。 

⑤ 「持続可能な社会の未来への貢献」については、HOSEI2030 推進本部の下にカーボ

ンニュートラル推進特設部会を設置し検討を行い、「カーボンニュートラルの推進に

向けて」と題する総長ステイトメントを公表した。また、SDGs の達成に貢献するた

めに、2023 年度から HOSEI20303 推進本部の下に SDGs+（プラス）推進特設部会

を設置することとした。 

 

３ 各種の取組課題と取組施策 

 本計画において、重点的に取り組むべき課題とはしていないが、本学が取り組むべき課題

としたものについて、2022 年度にえられた成果のうち主要なものを挙げる。 

① 教育プログラムや授業科目を所属学部に関わらずすべての学生が履修しやすくするた

めに、2023 年度に「全学共通教育プラットフォーム」を開設することとした。 

② 多摩キャンパスの学生地域交流を発展させて、学部連携による教育研究プロジェクト

の一環として2023年度にソーシャル・イノベーションセンターを設置することとした。 

③ 2023 年度以降のオンデマンド授業の運用のガイドラインを定めた。 

④ 教学 DX 推進計画の一環として学修成果を可視化するために「法政大学学修成果可視

化システム」（Hosei Assessment of Learning Outcomes. 呼称:Halo（ハロ））を稼動さ

せた。 

⑤ 学生が発案したプログラムを基盤とする「未来教室サティフィケートプログラム」を

2023 年度から開設することとした。 

⑥ 人事制度改革の一環として、2023 年度以降、緊急時だけでなく平常時にも、職員がテ

レワーク勤務を実施できるようにした。 

 

４ 計画よりも進捗が遅れている項目 

 進捗状況の点検において、C となり進捗が計画よりかなり遅れていると評価された項目

は、不稼働資産の運用適正化、中長期財政改革に向けた法人組織体制の整備、補助金事業の

継続的監理、事務の効率化などであった。いずれも、計画の実現に時間を要し困難が伴う課

題であるが、着実に取り組んでいきたい。 

 

以上 

 


